
個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

個人情報ファイルの名称 建築確認台帳 

実施機関の名称 長浜市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

都市建設部建築課建築指導室 

個人情報ファイルの利用

目的 
建築確認等業務を行うため 

個人情報の記録項目 
１確認申請情報、２確認処分情報、３中間検査申請情報、４中間検

査処分情報、５完了検査申請情報、６完了検査処分情報 

個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（記録

範囲） 

建築主、代理者、設計者、工事監理者、施工者 等 

個人情報ファイルに記録

される個人情報（記録情

報）の収集方法 

■ 本人から収集 

■ 本人以外から収集 

□ 当該実施機関内 

■ 他の実施機関 

□ 他の官公庁 

（                            ） 

□ その他 

（                            ） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）長浜市 都市建設部 建築課 建築指導室 

総務部 総務課 

（所在地）〒526-8501 

滋賀県長浜市八幡東町６３２番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 

 

備   考 

 

作成日（最終更新日）：令和５年１０月２５日 

 

 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

個人情報ファイルの名称 確認データ 

実施機関の名称 長浜市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

都市建設部建築課建築指導室 

個人情報ファイルの利用

目的 
建築確認等業務を行うため 

個人情報の記録項目 
１確認申請情報、２確認処分情報、３中間検査申請情報、４中間検

査処分情報、５完了検査申請情報、６完了検査処分情報 

個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（記録

範囲） 

建築主、代理者、設計者、工事監理者、施工者 等 

個人情報ファイルに記録

される個人情報（記録情

報）の収集方法 

■ 本人から収集 

■ 本人以外から収集 

□ 当該実施機関内 

■ 他の実施機関 

□ 他の官公庁 

（                            ） 

□ その他 

（                            ） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）長浜市 都市建設部 建築課 建築指導室 

総務部 総務課 

（所在地）〒526-8501 

滋賀県長浜市八幡東町６３２番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 

 

備   考 

 

作成日（最終更新日）：令和５年１０月２５日 

  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

個人情報ファイルの名称 耐震診断受付台帳 

実施機関の名称 長浜市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

都市建設部建築課建築指導室 

個人情報ファイルの利用

目的 

木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづく

りを進めるため 

個人情報の記録項目 

１申請書情報（申込者氏名、申込者住所、電話番号、診断住宅の地

名地番、所有者氏名、建築年次、延床面積、診断希望の種別）、２決

定通知日、３派遣依頼日、４診断員氏名等、５、診断内容、６報告

書受理日 

個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（記録

範囲） 

申請者、診断員 

個人情報ファイルに記録

される個人情報（記録情

報）の収集方法 

■ 本人から収集 

□ 本人以外から収集 

□ 当該実施機関内 

□ 他の実施機関 

□ 他の官公庁 

（                            ） 

□ その他 

（                            ） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 耐震診断受託者 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）長浜市 都市建設部 建築課 建築指導室 

総務部 総務課 

（所在地）〒526-8501 

滋賀県長浜市八幡東町６３２番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 

 

備   考 

 

作成日（最終更新日）：令和５年１０月２５日 

  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

個人情報ファイルの名称 長期優良住宅認定台帳 

実施機関の名称 長浜市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

都市建設部建築課建築指導室 

個人情報ファイルの利用

目的 
長期優良住宅建築等計画認定事務を行うため。 

個人情報の記録項目 

１認定申請書情報（申請者氏名、申請者住所、申請の根拠条文、申

請年月日、認定に係る住宅の位置、敷地面積、建築面積、床面積の

合計、建て方、棟数、住戸の数、階数、法第6条第2項に基づく届出

の有無、工期、技術的審査の有無、技術的審査の申請日、維持保全

点検実施者、維持保全点検実施者所在地、工事種別）、２認定結果

（認定番号、認定年月日）、３完了報告書提出日、４手数料 

個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（記録

範囲） 

申請者 

個人情報ファイルに記録

される個人情報（記録情

報）の収集方法 

■ 本人から収集 

□ 本人以外から収集 

□ 当該実施機関内 

□ 他の実施機関 

□ 他の官公庁 

（                            ） 

□ その他 

（                            ） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）長浜市 都市建設部 建築課 建築指導室 

総務部 総務課 

（所在地）〒526-8501 

滋賀県長浜市八幡東町６３２番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 

 

備   考 

 

作成日（最終更新日）：令和５年１０月２５日 

  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

個人情報ファイルの名称 建設リサイクル法受付台帳 

実施機関の名称 長浜市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

都市建設部建築課建築指導室 

個人情報ファイルの利用

目的 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出受理等

の事務を行うため 

個人情報の記録項目 

１受付番号、２受付年月日、３届出者情報（氏名、住所、電話番

号）、４対象工事の情報（場所、用途、階数、床面積の合計、請負代

金）、５元請業者情報（氏名、住所、電話番号、技術者氏名）、６工

事着手予定年月日、７工事完了予定年月日、８アスベストの有無、

９フロンの有無 

個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（記録

範囲） 

届出者、工事施工者、主任技術者 等 

個人情報ファイルに記録

される個人情報（記録情

報）の収集方法 

■ 本人から収集 

□ 本人以外から収集 

□ 当該実施機関内 

□ 他の実施機関 

□ 他の官公庁 

（                            ） 

□ その他 

（                            ） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 滋賀県湖北環境事務所 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）長浜市 都市建設部 建築課 建築指導室 

総務部 総務課 

（所在地）〒526-8501 

滋賀県長浜市八幡東町６３２番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 

 

備   考 

 

作成日（最終更新日）：令和５年１０月２５日 

 


